














































臨 床 の 現 場 か ら

Ⅰ．「つながり」の大切さ
　　診療所に受診されるご本人、ご家族には、なにかしら

の困りごとがあり、その困りごとの解決に向けて相談して

いくことが診察の大切な目的の一つですが、もう一つ重要

なテーマになるのは「自立」についてです。

　「自立」という言葉は“一人前になる”“自分でできるよう

になる”というようなことを連想させ、その個人が力をつけ

ることの大切さばかりに周囲の意識が向きがちです。一方、

発達心理学者の浜田寿美男氏は「自立」について著書の中

で「人は一度として人どうしの関係の網の目を離れること

はありません」「自立を単に一人で立つことと考えるのでは

なく、関係の網の目に新たに生み出していくことと考える」

と語っています。また、アフリカのことわざに“It takes a 

whole village to raise a child 〜１人の子どもを育てるに

は村が１つ要る〜”ということばがあります。考えてみれ

ば当然のことなのですが、子どもでも大人でも、障害があ

ろうとなかろうと、人はみな、人との「つながり」の中で

生きていて育っているのです。

　しかし、周りから見て“つながっているようにみえる”

だけでは「つながり」とは言えず、“つながっているという

実感が本人にある”ことではじめて意味を成すということ

に注意しなければなりません。「つながり」を実感できる『心

理的な居場所』が確保されていることが、孤立することな

く自分が自分として存在し続けるために、誰にとっても生

涯にわたって必要な“土台”であると言えます。そのよう

な視点で普段の診療で話題になっていることを捉えなおし

てみると、たとえば発達障害のある方が環境の意味が分か

らなかったり具体的な見通しが持てないことでその場にい

るのが辛くなることは“環境”との「つながり」に危機が

生じている、周りの家族や関係者には理由や背景がわからな

い本人のパニックや不登校も本人にとっては自分の不安や

苦悩が周囲に伝わらない、理解されないという“人”との「つ

ながり」に危機が生じているとも考えることができます。

　「自立」に向けて、個人がスキルや力をつけることを支援

していくこと、結果として生じている不適応行動、トラブ

ルの解決に向けて治療・支援していくことはもちろん重要

ですが、それらのことを通じて、実は環境や人と本人との「つ

ながり」を安定させ発展させたりしていくことにも取り組

んでいるのだという理解で支援にあたることも大切だと思

います。

Ⅱ．本人とつながる
　その子ならではの「つながり」を大切にしていくために、

まずは我々大人一人ひとりが目の前のその子と「つながる」

ことが重要です。そのためのポイントとして「コミュニケー

ションすること」「つながるモチベーションを高めること」

　初診の時には視線が合わず呼びかけても反応しなかったお子さんが、成長とともにこちらに注意を向け呼びかけに応じた

り自ら伝えてきたりするようになる、不明だったパニックや不安の背景が具体的に明らかになってくる、言葉をかけても反応

が薄かった子が日々の体験、出来事を自ら報告してくれたり興味をもっていることを話してくれたりするようになる、進級し

て新しい環境のなかで不安そうにしていた子が仲の良い友達や大好きな先生の話をしてくれるようになる…診察で遭遇する

このような場面で私の頭に浮かぶ共通のキーワードがあります。それは「つながり」です。今回はこの「つながり」につい

てのお話です。
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臨 床 の 現 場 か ら

「心理的な成長・発達的変化を理解し歩調を合わせること」

の３つを挙げます。

２−１「コミュニケーションすること」

　「つながり」はコミュニケーションを積み重ねることで強

まり安定していきます。コミュニケーションは双方向的で

あることが大前提ですが、子どもと大人ではコミュニケー

ション能力が対等とは言えません。しかしそのギャップは、

子どもがコミュニケーションしやすいようなおぜん立てを

大人がすることで埋めることができ、実際、大人は自然に

そうしています。たとえば幼い子どもとやりとりをする際、

子どもの目線の高さに合わせてしゃがんで、普段よりゆっく

りと、平易な言葉を使って話し、丸みを帯びたやわらかい

声色で微笑みながら伝え、子どもの話に笑顔でうなずきじっ

くり耳を傾けることなどをしています。発達障害のあるお

子さんの場合、コミュニケーションスキルの不器用さがあ

りますが、視覚的な手がかりを積極的に用いたり、曖昧な

表現を避けて具体的に短くシンプルに伝える言葉かけを心

がけたりすることなどが有用です。パニックや自傷、物や

人にあたるなどの行動も、本人から発信されたメッセージ、

コミュニケーションの一つととらえ、その背景や意味を読み

取ろうとしていくことが大切です。その子が発信しやすい

コミュニケーション手段を保障、尊重してあげながら、そ

の内容、意味を受け止め理解したことをふまえて、その子

が受信しやすいように工夫をして伝えていくことでコミュ

ニケーションが促進されていきます。

２−２「つながるモチベーションを高めること」

　子どもは、自分に対してポジティブな見方をしてくれて

いると実感できる相手に対しては「つながる」モチベーショ

ンが高まるように思います。しかしなかなか鋭い感覚を持っ

ており、言葉や表面的な態度ではごまかせません。「つなが

る」ことに対する子どものモチベーションを高めるには、

その子への働きかけ以前に、大人自身がその子に対してポ

ジティブであることが重要です。大人はついつい子どもの

できていないところや心配なところに目がいきがちですが、

すでにできていることに目を向け、行動の結果よりもプロ

セスに注目しその子なりの努力や苦労をねぎらい、他の子

どもとの比較ではなくその子なりの成果を評価するよう心

がけるとよいと思います。子どものことで不安がある場合

には、大人自身が信頼できる他者に相談して安心を得てい

くことで、子どもにもより肯定的に接することができ、子

どもも「つながる」モチベーションが高まります。

２−３「心理的な成長・発達的変化を理解し歩調を

　　　　合わせること」

　トラブルや困りごとについて相談していると見逃してし

まいがちなのが、その間にも子どもは成長し発達している

ということです。とくに新たなトラブルがあったわけでは

なくても、成長・発達により以前は気づいていなかったこ

とに気づき、そのことで新たな不安が生じるようになるこ

とはよくあることです。また、同じ大人に対しても、抱く

感情が徐々に変化していきます。思春期に親や先生に対し

ての接し方が変わっていくのもその一例です。一方で大人

側は、“まだまだ未熟である”というイメージのままでつい

つい接してしまいがちで、刻々と成長・変化している本人

の中での感じ方とズレが生じてしまいます。トラブルや困

りごとの背景を考える際にも、環境と本人の特徴との相互

作用のほかに、本人の心理的な成長・発達的変化にも目を

配っていくことが大切です。大人の決めつけや思い込み、一

般論や常識などのものさしを本人につきつけるのではなく、

本人の変化に歩調を合わせられるよう大人側の認識をアッ

プデートしていくことが大切です。

　今回は「つながり」ということについて考えてみました。

冒頭のような診療場面を通じて子どもたちと“つながった”

感を共有することで子どもたちが安心できる「つながり」

を保障し、その子らしく成長していけるよう支えていきた

いと思います。
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共に生きる

Ⅰ．実施までの取組
　平成28年度に、健康診断の案内に関するパンフレッ

トを、群馬県知的障害者福祉協会を通じて県内の施設

に配布しました。そして高崎医師会の協力を得て市内

周辺の施設や関連施設などにも広報を行い、見学など

で診療所に訪れる方々にも、知的障害者の医療に関心

を持って貰えるよう健康診断事業の説明等も行いまし

た。更に、平成29年度の後半から高崎市内を中心に、

周辺の就労支援施設や生活介護施設の施設訪問を実施

し、施設関係者に健診事業についての詳細を説明しま

した。同時に、施設訪問を通して各施設で行われてい

る利用者の健康診断の実施状況についても、情報を得

ることができました。当診療所では、健康診断の申し

込みは、医療ソーシャルワーカーが窓口となってお

り、健康診断を希望された方々の対応を行っておりま

す。更に健康診断を希望された施設への事前の訪問も

行い、施設関係者との打ち合わせを行ってきました。

訪問をさせて頂いたことで健康診断予定者の障害程度

を確認することができ、施設関係者から意見を聞く

　国立のぞみの園診療所では、平成29年６月より、地域で暮らす18歳以上の障害者手帳をお持ちの方を対象に、健

康診断を実施しております。

　平成27年度より構想がはじまり、約２年の準備期間を経て、平成29年６月から健康診断希望者の受入れをはじめ

ました。平成29年度は、14人の健康診断希望者を受入れて、予定していた項目のすべてを実施することができました。

その健康診断の受入れ状況を検討し、平成30年度では、前年度実施状況から改善を行うべき内容を検討し健康診断

事業を展開いたしました。

ことで、日程の調整や受入れ態勢を整えられ、新たに

必要とされている検査項目の情報が得られました。以

後、設備の導入等を進め、健診者が希望する検査が受

けられるよう努めてきました。

○機器の整備
　健康診断希望者の中には、就労支援サービスを受け

ている方々も多数おられ、就労支援サービス中の作業

のために、視力・聴力検査を必要としているようであ

り、新たに視力と聴力検査のための部屋と設備を整え

ました。視力検査では、従来のランドル環（写真１）

を使用した視力検査表を準備しました。聴力検査では

オージオメーター（写真２）を導入し、防音効果のあ

る部屋で静かに検査ができるよう整備しました。その

他、前年度の見直しで血圧、身長、体重、腹囲などの

身体測定の場所を改め、プライバシーが守れるよう工

夫し、心電図や血液検査も落ち着いてできるように、

それぞれ部屋を備えました。また健康診断を行う方の

誘導のための表示や、検査時に利用する絵カードの作

成も行い、スムーズに検査が進められるよう準備を進

めてきました。

Ⅱ．受入
　平成30年度については、７月より健康診断の受入れ

を行いました。これまで高崎市が実施する特定健診を

含め94人の健康診断を実施しました。各検査項目の実

施状況は以下の通りです。

診療部看護課看護師長　濱中　雅己

国立のぞみの園で実施する健康診断事業
〜地域で暮らす知的障害者を支えるために〜

写真１ 写真２

26　NEWS LETTER



共に生きる
○平成30年度健康診断実施状況（実施率）

　身体測定、血圧、心電図は概ね予定通り実施できま

した。血液検査や静止を求められる胸部レントゲン撮

影などでは、予定をしていても実施直前になって拒否

してしまう方もいました。時間をかけて本人が納得す

ることでできた方もいましたが、予定をしていた検査

項目をできなかった方もいました。今回から導入した

視力・聴力検査では20人中17人の方の検査を実施で

きました。視力検査ではランドル環の空いている方を

言葉では難しい場合には人差し指で示してもらった

り、聴力検査については検査を行った方の多数が過去

に経験したことがありましたが、はじめて受ける方も

いらっしゃいましたので、先ずは検査の前にスタッフ

がヘッドフォンを自分に装着して、検査の方法をみて

いただきました。方法を見ていただいて理解してもら

い検査を進めてまいりました。これまで、大きな混乱

や事故もなく健康診断を進めることができましたが、

検査中の誘導方法についても、極力お待たせしないよ

うに心掛けてきました。健康診断対象者が多く、混雑

が予想される場合は、検査中の混乱を避け予定の検査

項目を確実に実施するため、検査項目を記したカード

（写真３）を各健康診断対象者に所持してもらい、各

検査を終了したらチェックをする方法を取り入れまし

た。今回の工夫をした対応方法で健康診断対象者の検

査が予定通り進められました。これからも安心して健

康診断を受けてもらえるよう、障害特性に応じた創意

工夫を行い、トラブルが発生しないよう検討して行き

たいと思います。また今年度は、94人中７人が個人で

の申し込みでした。今後も地域の方々に、気軽に国立

のぞみの園診療所を利用して頂けるよう、案内を継続

して行きたいと思います。

Ⅲ．まとめ
　平成30年度に94人の健診希望者があったことは、

広報活動の施設訪問で「国立のぞみの園健康診断事業」

の詳細を各施設に伝えられた事で関心をもって頂けた

のではないかと考えております。そして健康診断が円

滑に進められたのも、各施設関係者の協力で健康診断

を希望する方々の情報が得られたことによると思いま

す。医療ソーシャルワーカーによる健康診断前の事前

の訪問や、電話による打ち合わせで得られた情報によ

り、スタッフの体制や検査準備を整えられ大変役立ち

ました。血液検査や胸部レントゲン検査の実施方法に

ついては、今後とも考えていかなければならない課題

であり、また、知的障害者で行動障害を持つ方や環境

に慣れにくい方などの受入れ方法についても継続して

検討していきます。国立のぞみの園診療所では、胃カ

メラやCTなど様々な検査設備があります。地域の障

害を持つ方々

に利用して頂

けるよう、こ

れからも取り

組んで参りま

す。健康診断

や受診につい

てのご希望の

ある方は、国

立のぞみの園

診療所へご連

絡ください。

検査項目 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

身体測定（身長・体重・腹囲）

血圧

血液検査（感染症・腫瘍マーカー含む）

胸部レントゲン

心電図

検尿

検便

視力・聴力

骨密度

予定者数 実施者数 実施率

93人 93人 100％

93人 93人 100％

74人 72人   97％

73人 71人   97％

12人 12人 100％

93人 92人   99％

42人 37人   88％

20人 17人   85％

 ７人  ５人   71％

写真３
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共に生きる

Column

診療部発達支援課発達支援係　田方　　睦

Ⅰ．はじめに
　当法人では、平成 29 年７月より当診療所の精神科に通院
中で、不登校や社会交流の少ない引きこもりの状態にある思
春期〜青年期の方を対象とした、「精神科ショートケア」事
業がスタートしました。
　精神科ショートケアは、毎週水曜日の 13:00 〜 16:00 の
３時間、ショートケア室を中心に活動しています。スタッフ
は、精神科医、精神保健福祉士、看護師、臨床心理士で、そ
れぞれの専門的な視点でアプローチできるよう、多職種が携
わります。現在、中学生から 20 代半ばで、主に発達障害の
方を中心にご利用いただいています。

Ⅱ．支援の実際
　   〜楽しく、自己肯定感を高められるように〜
　不登校や引きこもりの状態の方は、同年代の人に比べて体
験や社会参加の機会の低下や、コミュニケーションに躓きを
抱えている方が少なくありません。そこで、精神科ショート
ケアでは、安心できる居場所や体験の場を提供すると共に、
小集団での活動を通してコミュニケーションスキルを習得
し、自己肯定感を高め次のステップへと繋げることを目的と
しています。また、外出の機会が少ないと生活リズムも不規
則になりやすいので、毎週決まった時間にショートケアを利
用することで生活リズムの改善を図ります。
　プログラムは、認知行動療法（ソーシャルスキルズトレー
ニング（SST）など）、運動療法（スポーツ）、芸術療法（コ
ラージュなど）、生活技能訓練（料理など）等を行っています。
安心して参加いただけるよう、事前に月間プログラム表を配
布し、当日はホワイトボードにスケジュールを提示し、見通

しをもって活動に取り組めるよう支援しています。
　今回は、精神科ショートケアで行っている料理プログラム
についてご紹介します。
　精神科ショートケアでは、毎月１回料理プログラムを計画
しています。季節の行事を取り入れたお菓子作りや軽食な
ど、楽しくて『失敗のない』メニューを意識し、レシピを選
んでいます。『失敗のない』という点ですが、精神科ショー
トケアを利用される方は、障害特性等から怒られることが多
く、自己評価が低下している方が少なくありません。そこで、
精神科ショートケアでは、成功体験を重ね、自己肯定感を高
められるよう支援していきます。
　料理プログラムは少人数のグループで行います。レシピ
は、一般的なレシピをそのまま使用するのではなく、一文一
行程の分かりやすい手順書に作り替え、グループ内で役割分
担を話し合ってから作業に取組みます。道具の貸し借りの場
面では、「道具を貸して欲しい」事を相手に依頼する等、作
業を通じコミュニケーションをとる機会が生まれるよう場
面設定をします。はじめは表情が硬かった方も徐々に和ら
ぎ、スタッフの促しがなくてもグループメンバーと作業に取
り組めるようになる場合もあります。料理が出来上がると達
成感も得られますし、何より自分で作って食べるという経験
にもなります。

Ⅲ．まとめ
　今回は、料理プログラムの一部をご紹介しましたが、他の
プログラムでも、コミュニケーションや自己肯定感を高めら
れるよう支援しています。精神科ショートケアがご利用され
る方の次のステップへ繋がるよう、今後も取組んで行きたい
と思います。

精神科ショートケアの取組
〜プログラムを通じて〜

芸術療法（コラージュ作品）

認知行動療法（SSTの様子）
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のぞみの園 ふれあいゾーンだより

　のぞみの園には、正門から園内に向かう途中の道路脇に「ふれあい香り樹木園」が整備されて

います。ここには、74品種166本の樹木があり、その多くは新品種や国内にあまり見られない珍

しい品種となっております。

ロニセラ　フラダタンティシマ（スイカズラ科）

タイリンミツマタ（ジンチョウゲ科） ツバキ　十里香（ツバキ科）
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I N F O R M A T I O N

Ⅰ 国立のぞみの園福祉セミナー 2019

① コ ー ス／・高齢知的障害者支援コース

　　　　　　・行動障害者支援コース

　　　　　　・矯正施設を退所した知的障害者支援コース

　　　　　　・発達障害児支援コース

②期　　日／平成31年４月～令和２年３月（随時受入）

③場　　所／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

④募集案内／現在募集中です。当法人HPをご覧ください。

Ⅲ 国立のぞみの園支援者養成現任研修

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／令和元年７月３日（水）

③場　　所／高崎シティギャラリー（群馬県高崎市）

④定　　員／300名

⑤募集案内／４月中旬を予定しています。

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／東京会場：令和元年８月７日（水）～８日（木）

　　　　　　大阪会場：令和元年９月９日（月）～10日（火）

③場　　所／東京会場：大田区産業プラザ（東京都大田区）

　　　　　　大阪会場：大阪府立労働センター（大阪市中央区）

④定　　員／各 70名

⑤募集案内／６月頃を予定しています。

Ⅱ 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ
研修会（基礎研修会）

研修・養成

　のぞみの園では、障害福祉や保健医療に従事する皆さまに対して、全国の障害者支援施設

や関係機関などで課題となっている「高齢の知的障害者等への支援」や「著しく行動障害等

を有する者等への支援」、「矯正施設等を退所した知的障害者への支援」、「発達障害児・者等

への支援」などをテーマに取り上げ、支援の現場で役立たせていただくために、下記の研修

会やセミナーなどを開催します。

　皆さまのご参加をお待ちしております。

【お申し込み・お問い合わせ先】
国立のぞみの園　事業企画部研修・養成課
　　　　　　　　　　　　　　　　研修係
TEL027-320-1357　FAX027-320-1368

　一般の方および学生（個人・団体）のボランティアを募集しています。ご興味、ご関心のある方は、下記までご
連絡ください。できること、得意なこと、してみたいことなど、ご希望のボランティア活動を探すお手伝いをさ
せていただきます。

お問い合わせ先／国立のぞみの園　事業企画部
　　　　　　　　　研修・養成課養成係　TEL 027-320-1322

ボランティア募集
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I N F O R M A T I O N

○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
短期入所・日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提
供しています。
TEL.027-320-1388 【診療部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けてい
ます。
TEL.027-320-1327 【診療部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520 【事業企画部相談支援係】

○知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働いている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生等の受入のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○講師の派遣、ボランティアの受入、施設見学について

　当法人は研修会などの講師として職員の派遣を行っています。このため、講師の派遣、ボランティアの受入や施
設見学等のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のお支払い方法

　刊行物をご購入いただいた際のお支払いにつきまして、お客様の利便性を図るため、ゆうちょ銀行の取扱いを始め
ます。
　振込口座などの詳細は、同封の用紙をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりま
した場合には、新しい送付先名等をFAXやE－メールなどで事務局あてにご連絡をい
ただけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ http://www.nozomi.go.jp
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。
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